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研究成果の概要（和文）：

本研究では、近代エジプトにおける経済的エリートや大地主のデータベースを作成し、
本研究代表者がこれまでの研究で既に完成させた議会エリートデータベースと併せて総合
的に分析することで、近代エジプトのエリートネットワークが政策決定に与えた影響を明
らかにした。特に成果を上げたのが、王制期の代表的支配階級である大地主がナセルの農
地改革政策に与えた影響である。「封建制打倒」を目的に実施されたはずの農地改革であっ
たが、王制期の大地主は一族の土地を同族内に分散相続、あるいは所有地をワクフ登録す
ることによって法の適用を免れていたことを、データを提示しながら実証した。そして、
権力の源である土地の離散を最小限にとどめた大地主は、共和国体制のなかでも支配階級
として温存されたことを明らかにした。研究期間内では、農地改革政策と王制期のエリー
トについて考察したが、作成したデータベースは汎用性の高いものであるため、今後のエ
ジプト政治史研究の発展にも大きく寄与するものである。

研究成果の概要（英文）：
This research revealed the actual influences of the notable networks on the policies in

the modern Egypt through the analyses of four kinds of databases, three of which were
made during this research term. The main outcome of this research is the
performances of the big landowners of the monarchical times toward the Nasser’s land
reform law which was introduced for the purpose of reducing the economic resources of
their power. By selling their big land to their own family members or registering their
land as waqf, they succeeded to escape from being the subject to the land reform law.
And the process of how they managed to keep the position as the ruling class under the
republican system was also became clear.
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１．研究開始当初の背景
エジプトは、国家が社会に対して圧倒的な

権力を維持し続けている社会である。そのた
め、これまで盛んに政治エリートの研究が行
われてきた。民族主義史観が隆盛を誇ってい
た 1960 年代前半までは、旧体制である王制
を否定することに主眼を置いた研究がなさ
れる傾向にあった。1970 年代になると、相当
量のデータを分析した実証的なエリート研
究がなされるようになった。これにより、エ
ジプト政治研究は大幅に進展したと評価で
きる。しかしながら、いずれの研究も分析対
象の期間や地域が限定されるなど、エジプト
の政治構造全体を明らかにするには至って
いない。例えば、レオナルド・バインダーの
「In a Moment of Enthusiasm」（1978 年出版）
は、国民連合という政治組織に所属する構成
員に関する大量のデータを分析し、第二階層
（Second Stratum）という分析概念を提唱した。
しかし分析の対象となった期間がナセル期
に限定されており、ここで得られた結論をも
って近代から現代までの連続性を論じるバ
インダーの主張には限界がある。またアーセ
ム・デスーキーの「Kibar Mullak al-Aradi
al-Ziraiya」（大規模土地所有者）は、分析の対
象が大地主に限定されており、中規模地主や
資本家の分析が十分になされてはいない。本
応募者の研究は、家系を分析概念としている
ことが特徴の一つであるが、同じく特定の家
系の政治行動を明らかにした研究にロバー
ト・スプリングボーグの「Family, Power and
Politics in Egypt」(1982 年)がある。しかし、
これもデルタ地域の一県（シャルキーヤ県）
の有力家系に限定した研究であるという欠
点がある。本研究は、これらの研究の欠点を
補うものとして位置づけられた。本研究代表
者は、これまでの研究においてエジプトの政
治エリートのなかで特に国会議員を連続し
て務めている家族について「議会家族」とい
う分析概念を示した。これはエジプトにおけ
る最初の議会である 1866 年の議会から 2000
年までの 134 年間の全ての国会議員、すなわ
ち 7633 議席分の基礎データを収集・整理し
た結果得られたものであり、特定の時期や地
域に限定した分析の結果得られた概念では
ない。したがって、上記のデータベースと新
たに作成するエリートデータベースを統合
して考察を行うことで、より包括的な研究が
達成されると考えられた。またエリート層の
生活にも着目することで、先行研究の欠点を
補うばかりでなく、エジプト政治研究に新た
な視野を投じることを目指した。

２．研究の目的
エジプトでは近代から現代まで、体制が王

制から共和制に変化しても、特定の有力家系

が政治と経済を支配してきた。そして、この
有力家系がこれまでのエジプトの権威主義
独裁体制を存続させる支柱となってきた。本
代表者は、このような事態を可能にする政治
構造を解明するためには、政治エリートと為
政者の関係を明らかにすることが重要であ
ると考え、これまで研究を行ってきた。そし
て過去の膨大な国会議員のデータをもとに、
代々世襲議員を輩出してきたエジプト全土
の名望家（議会家族）を初めて特定した。さ
らにこの議会家族を分析概念として、エジプ
ト議会における政治エリートと歴代政権の
関係を明らかにした。そして、この有力家系
は政権が変化するに応じて自己の家族、ある
いは親戚関係にある名望家とのネットワー
クを駆使することでその姿を融通無碍に変
化させ、現在まで有力家系として生き残り、
影響力を行使してきたと結論づけた。この、
家系を分析概念とした政治研究は、国内外を
みても本代表者の研究をおいて他には見ら
れない。
しかしこれまでの研究では、有力家系ネッ

トワークの実態、財界やユダヤ系などマイノ
リティーの有力家系と如何なる関係を築い
ていたのかについては考察されてこなかっ
た。そのため、本研究ではこれまでの政治エ
リート研究で得た成果に、さらに経済的、文
化的視点を加えた包括的な視点から考察を
行った。そして、エリート間に構築されたネ
ットワークが、王制期やその後の政策決定に
与えた影響を明らかにした。

３．研究の方法
本研究は、本代表者がこれまでに作成した

エジプトにおける最初の議会から現在まで
の全国会議員のデータベース加え、さらに 3
つのデータベースを作成、併用することによ
り、エジプト政治エリートの政権との関わり
をより多面的に捉えることを目的としてい
た。
具体的には、次の 3 つの手段を用いて研究

を遂行した。それらは、データベースの作成、
文献による調査と、それを補強するものとし
ての聞き取り調査である。データベースによ
る分析は本研究の基礎であり、まず最初に完
成すべきものであるが、作成にかなりの時間
を要するため、データベースの作成と文献調
査、聞き取り調査は同時平行で行った。作成
したデータベースは、1930 年代から 40 年代
にかけて刊行された株式年鑑と紳士録、1952
年の農地改革について調査した一種の土地
台帳である。
エリートのデータベースである紳士録の

他に、特に株式年鑑と大地主の土地調査デー
タを分析の対象とした理由については、株式
年鑑からはエリートの詳細な経済活動を調



査するためで、大地主データについては、王
制期の有力家系は、いかなる属性を有してい
ても、その大半が地主という属性を共有して
いたからである。

文献による調査としては、多くの二次資料
の他に、王制期のエリート層の結婚や交流関
係など、社交界の情報を得る資料として、王
制期に出版された雑誌「al-musawwar」を調
査の対象とした。また雑誌に掲載されている
政治家、財界エリートらが着用している服装、
その邸宅、所属クラブなどの生活様式も調査
の対象とした。そして、雑誌に掲載された写
真なども多数複写した。

聞き取り調査は、王制期を知る特定の有力
家系の出身者、あるいはその子孫を対象に、
当時の生活や政治経済活動などあらゆる証
言を集める目的で実施した。エジプト人エリ
ートのほとんどがカイロに在住しているた
め、証言の収集は基本的にカイロで実施した。
しかし、王制期社会でマイノリティーであり
ながらも、経済エリートであったユダヤ系の
エジプト人については、現在エジプトに居住
しておらず、多くがフランス、イギリスなど
を中心とする欧州に居住し、現地でユダヤ系
エジプト人協会を設立している。そのため、
彼らに対する調査では、現地に出向いて聞き
取り調査を実施した。
以上の調査を重ねた上で、4 つのエリート

データベースをもとに社会的、文化的視点も
加えて、王制期の政治エリートと政権の関係
を多面的にとらえた。

独自のデータベースを作成して、文化的視
点やマイノリティーへの聞き取り調査も取
り入れた研究手法は、従来のエジプト政治史
研究にはみられない新しい試みである。一度
作成したデータベースはエジプト政治史研
究における貴重な資料になるとともに、本研
究期間が終了した後も使用することができ
る汎用性の高いものである。

４．研究成果
(1) 平成 21 年度

平成 21 年の活動では、研究計画に従って 3
種類のデータベースの作成と聞き取り調査
を実施した。データベースは平成 21 年度始
めから入力作業を開始し、最終的な完成は平
成 22 年度の 7 月末が予定された。従って、
これらのデータを分析、精査した成果として
の論文執筆や発表は、平成 22 年度の夏以降
とした。以下が本研究で作成されたデータベ
ース 3 種類である。①王制期 1930 年、40 年
のエジプト上流社会の紳士録「Le Mondain
Egyptien」。②1930 年代 40 年代の株式年鑑
「The Stock Exchange Year Book of Egypt」
の役員名簿。③ナセル政権のもとで施行され
た農地改革法（1952 年第 187 号法）に添付
された農地改革の対象者とされた大地主の

氏名と所有地の規模を記した農業省の内部
資料データ。この土地台帳は王制期に作成さ
れたものではないが、有力家系が王制期に所
有していた土地の規模が書かれているため
データベース化の対象とした。
聞き取り調査については、平成 22 年 2 月

にユダヤ系エジプト人の亡命者協会である
パリのネビ・ダニエル（Nebi Daniel）協会
において、協会設立者であるファディーダ氏
に対してインタビュー調査を行った。亡命ユ
ダヤ系エジプト人へのインタビューは、当初
は研究の 2 年目、平成 22 年度に実施するこ
とを予定していたが、団体関係者との連絡が
滞りなく進んだため、予定よりも早く平成 21
年に実施した。フェディーダ氏は、1950 年
代後半までエジプトのアレキサンドリアに
在住していたユダヤ系エジプト人（現在はフ
ランス国籍）である。聞き取り調査を通して、
アレキサンドリアのユダヤ系実業家のコミ
ュニティーがカイロのユダヤ系コミュニテ
ィーと連携協力することなく独自のユダヤ
系実業家ネットワークを形成していたこと、
ユダヤ系エジプト人の政治意識などに関し
て貴重な証言を収集した。

これらの成果は、平成 22 年 3 月、東北大
学において「エジプトにおける世襲議員の家
族史－中部エジプトの事例」と題するテーマ
で発表した。この発表では、中部メニア県を
代表する名望家、アブドゥルラージク家、シ
ュライイー家、スルターン家を取り上げた。
これらはいずれも、政治的、経済的に（アブ
ドゥルラージク家については宗教的にも）大
きな影響力をもつ名望家である。発表では、
これら 3家族が築いていた全国の名望家との
血縁関係、経済的基盤、政治的役割について
焦点が当てられた。アブドゥルラージク県は
その経済的基盤をアレキサンドリア県に、シ
ュライイー家はデルタ地域のカリュービー
ヤ県に、スルターン家については地元である
メニア県に経済的基盤があったことを明ら
かにした。血縁関係については、メニア県の
名望家は同じメニア県内の有力家族間で血
縁関係をもつ傾向が強いことを明らかにし
た。この点は、デルタ地域の名望家が県を超
えた比較的広範囲の地域の名望家と血縁関
係をもっていた点と異なる傾向であると指
摘できた。また、彼らが地元メニア県に保有
していた豪華な家屋、欧風様式の生活様式に
ついても紹介した。

(2) 平成 22 年度
平成 22 年度は、前年度から着手した三つ

のデータベース「紳士録」「株式年鑑」「農
地改革法適用対象者リスト」の入力を終えた。
聞き取り調査については、当初はロンドン

あるいはイスタンブルにおけるエジプト系
ユダヤ人に対して実施する予定であったが、



聞き取り調査を行う予定であったメナシュ
氏が、在エジプト・ユダヤ人協会へ出張する
ことが分かったため、本研究代表者のエジプ
トにおける文献調査の際に併せてカイロで
聞き取り調査を実施した。また、カイロ国立
図書館とアメリカン大学図書館では、王制期
の雑誌などから、掲載された写真の複写を行
った。
本年度は研究の最終年度であるため、これ

まで作成したデータベース、文献と聞き取り
による調査を総合的に分析し、エリートと政
権の関係を考察した。具体的には、エリート
のもつ複数の属性のなかから、政治エリート
の中核を占めた大地主に焦点を絞って考察
した。政策への影響については、ナセルが王
制期の支配階級の政治的経済的影響力の排
除を意図して制定した農地改革法を通して
考察した。平成 21 年度のように、研究対象
を特定の県の名望家に限定せず、全国の名望
家を考察対象とした。
研究の成果としては、「封建制打倒」を目

的に実施されたはずの農地改革であったが、
大地主らは以下の手段を用いることで土地
の接収を逃れていたことを、具体的なデータ
を示しながら実証した。その手段とは、①土
地の親族内での分散相続、②土地の子供への
売却、③同族内で婚姻関係を結ぶことで土地
の相続、売却先を増やす④所有地をワクフ地
として登録、などである。王制期の大地主は、
これらの手段を組織的に用いていたことも
明らかとなった。また、法律そのものに不備
があったことも指摘された。その不備とは、
土地所有を個人単位で制限して、家族単位で
規制しなかったこと、また土地を荒蕪地と農
耕地に分けて規制しなかった点である。さら
に、法律を実施した行政側についても、大地
主あるいはその家族が所有する土地につい
て、全国規模で把握ができてないなど、縦割
り行政であったという点も指摘された。
そして、全国の大地主が農地改革に対して

したたかに対処するなかで、暴力的に対応し
た珍しい事例としてメニア県のラムルーム
家を取り上げた。リビア系部族出身であるラ
ムルーム家は、農地改革法が実施される際に
警察署を襲撃するなどして暴力的に抵抗し
た（ラムルーム事件）。この事件が全国の名
望家に与えた影響について、当時の雑誌
「musawwar」が特集記事を組んで掲載した
写真なども併せて紹介しながら考察を加え
た。

王制期に貿易業などに従事し、経済的エリ
ートでもあったユダヤ系エジプト人につい
ては、僅かな例外を除き少なくとも 1950 年
代後半には個人としての土地所有をほとん
ど喪失していたこと、彼らが株式を所有する
土地販売会社もまた農地改革の対象となっ
たことで、その資産を失っていたことを明ら

かにした。ユダヤ系エジプト人が 1950 年代
にエジプトにおける経済的基盤を喪失して
いという結論は、聞き取り調査で収集した証
言と一致するものであった。
以上のような経緯で、権力の源である土地

の離散を最小限にとどめることに成功した
大地主は、共和国体制のなかでも支配階級と
して温存されることになったことを明らか
にした。
研究期間内では、農地改革政策と王制期の

エリートに関して考察したが、作成したデー
タベースは汎用性の高いものであるため、今
後の研究の発展にも大きく貢献できるもの
といえる。
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